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令和2年9月1日より厚生年金保険の現在の標準報酬月額の最高等級（第31級・62万円）の上に､新たな等級（65万円）

が追加され上限が引き上げられます。

※標準報酬月額の最高等級

　（第50級･139万円）に

　ついては変更ありません。

※特別な手続きは必要なく､

　日本年金機構より

　改定後の新等級に該当する

　被保険者の方がいる対象の会社に9月下旬以降､通知が届く予定です。

等級上限の引き上げにより､現状､標準報酬月額60万5000円以上で一律第31級とされているところを､

新たに標準報酬月額63万5000円以上から第32級として扱うことになります。

■適用時期：令和2年年9月分(10月納付分)の保険料より適用となりますので､
　　　　　　令和2年10月支払い給与より該当者の厚生年金保険料の控除額は変更となります。

※現状の第31級 :62万円の方が第32級 :65万円に引き上げられることで､

会社と被保険者ご本人の保険料負担はそれぞれ2,745円増加します。

︕該当者が生じる現場においては､誤解のないよう事前にアナウンスをお願い致します。
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厚生年金保険の標準報酬月額上限額 65 万円に引き上げ

▼

月額等級 標準報酬月額 報酬月額 月額等級 標準報酬月額 報酬月額

(旧 )第 31級 620,000円 605,000円以上 (新 )第 31級 620,000円
605,000円以上
635,000円未満

(新 )第 32級 650,000円 635,000円以上

【改定前】 【改定後】


